
ケース（１） 

・課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：３割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：１４０,１００円 

（課税所得６９０万円（年収約１,１６０万円）以上の方） 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第４段階 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用が１４０,１００円を超える場合については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である１４０,１００円を超える部分について、

和歌山市へ申請していただくことにより、後日、給付されます。 

  

サービス費用 

（３０日利用） 

１０２,５９７円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

２２６,１２７円 

サービス費用 

（３０日利用） 

１０２,５９７円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

２２６,１２７円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

２２６,１２７円 



ケース（２） 

・課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：３割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：９３,０００円 

（課税所得３８０万円以上６９０万円未満（年収約７７０万円以上１,１６０万円未満）の方） 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第４段階 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である９３,０００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

  

サービス費用 

（３０日利用） 

１０２,５９７円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

２２６,１２７円 

サービス費用 

（３０日利用） 

１０２,５９７円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

２２６,１２７円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

２１６,５３０円 



ケース（３） 

・課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：２割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：４４,４００円 

                           （課税所得３８０万円（年収約７７０万円）未満の方） 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第４段階 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である４４,４００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

  

サービス費用 

（３０日利用） 

６８,３９８円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

サービス費用 

（３０日利用） 

６８,３９８円 

食費 

（３０日利用）

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用）

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

１６７,９３０円 



ケース（４） 

・非課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：１割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：２４,６００円 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第３段階② 

                      （合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が１２０万円超の方） 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度（その他の軽減制度）に該当する方については、利用する施設によっては費用の合計が次の②よりも低くなる

場合があります。 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である２４,６００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

 食費及び居住費については、負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）の第３段階②の金額が、和歌山市への申請によって適用されます。 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用） 

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

４０,８００円 

居住費 

（３０日利用） 

３９,３００円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１３４,２９９円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

１２４,７００円 



ケース（５） 

・非課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：１割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：２４,６００円 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第３段階① 

                      （合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下の方） 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度（その他の軽減制度）に該当する方については、利用する施設によっては費用の合計が次の②よりも低くなる

場合があります。 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である２４,６００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

 食費及び居住費については、負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）の第３段階①の金額が、和歌山市への申請によって適用されます。 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用） 

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

１９,５００円 

居住費 

（３０日利用） 

３９,３００円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１１２,９９９円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

１０３,４００円 



ケース（６） 

・非課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：１割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：２４,６００円 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第２段階 

                      （合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下の方） 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度（その他の軽減制度）に該当する方については、利用する施設によっては費用の合計が次の②よりも低くなる

場合があります。 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である２４,６００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

 食費及び居住費については、負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）の第２段階の金額が、和歌山市への申請によって適用されます。 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用） 

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

サービス費用 

（３０日利用）

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

１１,７００円 

居住費 

（３０日利用） 

２４,６００円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

９０,４９９円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

８０,９００円 



ケース（７） 

・非課税世帯 

・要介護５ 

・自己負担割合：１割 

・高額介護（予防）サービス費の自己負担の限度額（月額）：２４,６００円 

・負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）：第１段階 

・ユニット型個室利用 

※あくまでもモデルケースであり、目安の金額となります。（その他の日常生活費については、施設ごとに異なります。） 

 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度（その他の軽減制度）に該当する方については、利用する施設によっては費用の合計が次の②よりも低くなる

場合があります。 

 

①本来の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

 

 

②各制度適用後の利用者負担の合計 

 

 

 

 

 

※サービス費用については、高額介護（予防）サービス費の限度額（月額）である２４,６００円を超える部分について、和歌山市へ申請していただくこと

により、後日、給付されます。 

 食費及び居住費については、負担限度額認定（特定入所者介護サービス費）の第１段階の金額が、和歌山市への申請によって適用されます 

サービス費用 

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

４３,３５０円 

居住費 

（３０日利用） 

６０,１８０円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

１９１,９２８円 

サービス費用

（３０日利用） 

３４,１９９円 

食費 

（３０日利用） 

９,０００円 

居住費 

（３０日利用） 

２４,６００円 

その他の 

日常生活費 

２０,０００円 

利用者負担の 

合計 

８７,７９９円 

高額介護（予防）サービス費

給付後の利用者負担の合計 

７８,２００円 


